
国土交通省においては、航空、鉄道等公共交通における事故による被害者等への支援の確保を

図るため、『公共交通事故被害者支援室』を開設しています。

万が一、公共交通における事故が発生した場合の情報提供のための窓口機能や被害者等が事

故発生後から再び平穏な生活を営むことができるまでの中長期的にわたるコーディネーション

機能などを担い、『被害者等に寄り添う』ことを基本としたものであります。

関東運輸局では、公共交通事業者の安全意識のさらなる向上、公共交通事故による被害者支援

の意義等について改めて認識していただくため、「公共交通事故被害者等支援フォーラム」を

開催しました。

日 時 平成２７年９月３日（木） １４時～１７時１５分

場 所 神奈川県民ホール 大会議室６階

横浜市中区山下町３－１

参加者数 １１３名（８９事業者）

次 第（敬称略）

開 会

講 演① 命の重みを伝え続けて

８・１２連絡会事務局長 美谷島 邦子

講 演② 「悲嘆について」～被害者や家族への対応の仕方～
上智大学グリーフケア研究所 特任所長 髙木 慶子

情報提供 公共交通事故被害者等支援の現状

国土交通省総合政策局安心生活政策課 課長補佐 鈴木 隆央

閉 会

平成２７年度 公共交通事故被害者等支援フォーラム


